
通  知  書  

冠 省  父 （ も し く は 母 、 そ の 他 被 相 続 人 ）

【 被 相 続 人 の 指 名 】が 遺 し た 平 成 ○ ○ 年 ○

○ 月 ○ ○ 日 付 の 遺 言 書 の 内 容 に つ き ま し

て 、 貴 殿 に は 金 ○ ○ ， ○ ○ ○ ， ○ ○ ○ 円 が

遺 さ れ る こ と と な っ て お り ま す が 、上 記 内

容 は 、民 法 に 規 定 さ れ て い る 私 の 遺 留 分 を

侵 害 す る こ と と な り ま す の で 、本 書 を 持 ち

ま し て 、下 記 の と お り 遺 留 分 減 殺 の 請 求 を

さ せ て 頂 き ま す 。  

草 々  

記  

・  父 （ も し く は 母 、 そ の 他 被 相 続 人 ）【 被

相 続 人 の 指 名 】の 遺 産 総 額 は 、金 ○ ○ ，

○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ 円 と な り ま す 。  

・  民 法 に 規 定 さ れ た 私 の 遺 留 分 は 、 遺 産

総 額 の １ ／ ※ （ こ の 割 合 は 相 続 人 の 状

況 に よ っ て 変 わ り ま す ） と な り ま す の

で 、 金 ○ ○ ， ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ 円 と な り

ま す 。  

・  従 っ て 、 貴 殿 が 遺 言 状 に 基 づ き 相 続 で

き る 金 額 は 金 ○ ○ ， ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ 円

と な り ま す 。  

・  具 体 的 な 相 続 手 続 き に つ い て は 、後 日 、

協 議 に よ っ て 定 め た い と 思 い ま す 。  

以 上  



平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 （ 郵 便 を 出 す 日 ）  

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号

（ 差 出 人 の 住 所 ）  

【 差 出 人 の 氏 名 】 ㊞  

 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号

（ 遺 言 状 で 指 定 さ れ た 相 続 人 の 住 所 ）  

【 遺 言 状 で 指 定 さ れ た 相 続 人 の 氏 名 】 殿  

 


